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 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。 

 

 

記 
 

１．会社情報の適時開示に係る基本方針 

当社は、情報開示にあたり、的確な情報管理を行い、社会から理解、信頼、支持される

企業を目指し、適時かつ適切な情報開示を行い、企業の社会的責任の観点から、経営の透

明性や公平性の向上に資する情報を提供することに努め、ひいては企業価値の向上に努め

ます。 

適時開示につきましては、ジャスダック証券取引所の定める「上場有価証券の発行者に

よる会社情報の適時開示等に関する規則」によって開示を求められる情報については、関

係法令等を遵守して、迅速、正確、適時かつ適切な情報開示に努めます。 

証券取引所規則等に基づく情報開示に関しては、適時開示情報伝達システム（ＴＤｎｅ

ｔ）により開示するほか、報道機関等を通じて開示するとともに、速やかに当社のホーム

ページにも掲載いたします。 

関係法令等によって開示が義務づけられていない情報であっても、社会的要請があると

判断される情報については、自主的かつ積極的な情報開示に努めます。 

情報開示の適正性を確保し、当社の情報開示ルールに基づき情報開示を行います。情報

開示の適切性を検証する組織として情報開示委員会が適宜検証を実施いたします。 

 

２．会社情報の適時開示に係る社内体制 

当社における適時開示に係る組織は、当社に与えられた社会的責任・公共的使命を十分 

に果たすとともに、株主・投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーの皆様からの

確かな信頼及び正当な評価を頂くことができるよう、個々の会社情報が投資判断等へ与え

る影響について、重要性の判断を逐次行うための専門組織として「情報開示委員会」を設

置し、社内体制やプロセスの整備・充実を図り、適時開示規則及び関連諸法令等に基づい

た、適時適切な情報開示に努めております。 

 「情報開示委員会」は、当社のあらゆる情報について、各担当部門が迅速かつ網羅的に 

収集し、適時開示規則及び関連諸法令等により情報開示の検討を要すると判断された情報 

が集約されます。 

 当委員会は、代表取締役を最高責任者（委員長）とし、情報管理責任者（実務責任者） 

である管理本部長を中心として、各種の情報に精通した各部門長（経営戦略本部長、事業 

統括本部長、人材開発本部長、経理部長、人材開発部長、能力開発部長）を委員として構 

成されており、適時開示規則及び関連諸法令等に基づき、投資家にとっての有用性も考慮 

した任意開示の是非を含めて、当社の情報開示の適時性・適法性・正確性が確保されるよ 

う審議を行います。その結果、情報開示が必要と判断した場合には、タイミング・方法等 

 



の検討も経て、取締役会への報告・承認の後、情報開示を行います。 

 

３．決定事実の適時開示 

  当社における重要な決定事項ならびに決算に関する情報につきましては、取締役会の決

議に基づき、情報開示を行っております。取締役会におきましては、当社の「取締役会規

程」に定められた取締役会決議事項について決議いたしております。情報開示責任者（情

報開示担当役員）は、決議事項のうち開示対象となる重要事項について、当該取締役会終

了後、直ちに情報開示を行ってまいります。 

 

４．発生事実の開示 

  当社における未公表の重要な発生事実の管理につきましては、各部門長が当社の各部門

の発生事実等を管理する情報管理担当者としております。役職員が職務に関して当社の未

公表の発生事実または発生事実等に該当する可能性がある情報を知ったときは、自己の所

属する情報管理担当者に報告いたします。 

  情報管理責任者は、情報管理担当者から報告された情報が重要事実等に該当するか否か

を判断し、重要事実等につきましては取締役会の決議を経て、適切な時期及び方法によっ

て情報開示を行ってまいりますが、緊急を要する場合には、迅速な開示を行うために、代

表取締役社長が開示に関する決定を行ってまいります。 

 

 

５．インサイダー取引防止について 

  当社では、株券等の内部者取引の管理等に関する規則を定め、役職員がその職務に関し

て知った重要事実等の管理及び役職員による株券等の売買等に関する行動基準を定めるこ

とにより、内部者取引を未然に防止し、もって証券市場における当社の信頼を確保するこ

とに努めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 【会社情報の適時開示に係る社内体制】 

 

 

情報集約

審議

報告

決議

管理本部（情報取扱責任者／業務執行取締役）

開　示

情報開示委員会

取締役会

管理本部（情報集約担当部署）

各　部　門

適開示プロセス社内体制

決定事実 発生事実

 


